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Ｆ４車両規則の解釈について お知らせ 

 

ＪＡＦ国内競技車両規則では、レース車両規則 フォーミュラ４（Ｆ４） 第 11条「安全装

置」が定められています。今般、この解釈についてＪＡＦより表明がありましたのでお知ら

せします。 

 

記 

＜解釈＞ 

ＪＡＦ国内競技車両規則 第 1編レース車両規定 第 11章「フォーミュラ４（Ｆ４）」

第 11条「安全装置」11.9）「安全構造」の内、11.9.1）の 4）『ＦＩＡ基準を満たし、 

ＦＩＡの承認を受けているサバイバルセルはその使用が認められる』に基づき使用さ

れるサバイバルセルについては、ロール構造体と一体構造の状態でＦＩＡから承認を

受けていることから、同 11.9.3）の 2）『高さはコクピット底面から垂直に測定し、ロ

ール構造体の頂点までの間が少なくとも 950 ㎜なければならない』は適用されないも

のとする。 

以上 

 


